
名勝三保松原保存活⽤計画

令和７年３⽉
静岡市



 1 

 
はじめに 

 
 松原と海越しに聳える富士山に心洗われ、老松の威容に感服する、三保松原では

誰もがそんな経験をしたことがあるでしょう。しかし、その三保松原の価値とは何

なのか、価値を未来に引き継ぐために何をしたら良いのか、わかりやすく説明する

のは案外難しいことです。おそらく答えは一つではないし、時代とともに変化して

いくでしょう。だからといって、あやふやなままにしておくと、皆で考えをまとめ

るのが困難になったり、目標を見失って活動が行き詰まってしまうかもしれませ

ん。 

 この計画は、様々な立場から名勝三保松原に関わる私たちの道標となることを目

指して策定しました。三保松原のことをもっと知りたい、三保松原のために何か活

動したい、というときだけでなく、三保松原のことで困っているときにも、この計

画が解決策の導きになれば幸いです。 

 この先、想定外の出来事が起こり、新たに追加すべきことや修正すべきことも、

たくさん出るかもしれません。今回の策定をスタートとして、より多くの関係者が

協力し、計画を進化させながら、名勝であり世界文化遺産でもある三保松原の魅力

を磨き、未来に引き継いでいきましょう。 

 計画の策定にあたり、静岡市三保松原保全活用計画推進専門委員会、地域、文化

庁、静岡県等、多くの皆さまから多大なるご協力をいただいたことに、心から感謝

申し上げます。 

 

令和 7 年 3 月 静岡市文化財課 

 

 

  



 2 

目次 
計画本編 ........................................................................................................................................ 1 

  はじめに .............................................................................................................................. 1 

  目次 ........................................................................................................................................ 2 

第 1 章 目的 .................................................................................................................... 3 
1-1 この計画の目的 ......................................................................................... 3 
1-2 他の計画との相関 .................................................................................... 3 
1-3 策定の経過 .................................................................................................. 4 

第 2 章 名勝の概要 .................................................................................................... 5 
2-1 三保松原の沿革 ......................................................................................... 5 
2-2 名勝指定の内容 ......................................................................................... 7 
2-3 指定地域の変遷 ......................................................................................... 8 

第 3 章 名勝の本質的価値 ................................................................................... 12 
3-1 名勝三保松原の本質的価値 ............................................................... 12 
3-2 本質的価値を構成する要素 ............................................................... 12 
3-3 本質的価値の維持・継承に関わる要素 ........................................ 15 
3-4 名勝地内の本質的価値以外の要素 .................................................. 17 
3-5 要素の位置 ................................................................................................ 19 

第 4 章 現状と課題 .................................................................................................. 21 
4-1 名勝全域の現状と課題 ......................................................................... 21 
4-2 エリアごとの現状と課題 .................................................................... 22 

第 5 章 名勝の保全と活用の目指すべき姿 ................................................ 33 
5-1 保全と活用の基本理念 ......................................................................... 33 
5-2 保全と活用の基本方針 ......................................................................... 33 

第 6 章 保全 .................................................................................................................. 34 
6-1 保全の方向性 ........................................................................................... 34 
6-2 保全の方法 ................................................................................................ 34 

第 7 章 活用 .................................................................................................................. 37 
7-1 活用の方向性 ........................................................................................... 37 
7-2 活用の方法 ................................................................................................ 37 

第 8 章 整備 .................................................................................................................. 38 
8-1 整備の方向性 ........................................................................................... 38 
8-2 整備の方法 ................................................................................................ 38 

第 9 章 運営・体制の整備 ................................................................................... 41 
9-1 運営・体制の整備の方向性 ............................................................... 41 
9-2 運営の方法と体制 .................................................................................. 41 

資料編 ........................................................................................................................................... 44 

 



 3 

第 1 章 目的 
1-1 この計画の目的 
 文化財保護法が平成 30 年（2018 年）に改正（平成 31 年 4 月 1 日施行）され、「活用し

ながら保存する」という方針が明確になった。個々の文化財については、その保存と活用の

考え方や取り組んでいく内容をまとめる保存活用計画の策定に関する指針が示された。 
 本計画は、名勝三保松原

め い し ょ う み ほの ま つ ば ら

の本質的価値を明らかにし、策定時（令和 6 年、2024 年）の

「現状と課題」を整理し、その後の 10 年間を見据え、価値を次世代に継承していくための

「保全（※）」、その魅力を認識してもらうための適切な「活用」、双方が連動して実施で

きるようにするための「整備」と、実施する「運営・体制」を示すものである。 
 
 
 
 
 
1-2 他の計画との相関 
 三保松原では、名勝を保全するための「名勝三保松原保存管理計画」を策定した後、世界

遺産登録に合わせ、構成資産を保全活用するための「静岡市三保松原保全活用計画」、マツ

の保全に特化した「静岡市三保松原管理基本計画」を策定した。しかし、各計画の関連性が

複雑で、土地所有者や保全活用を行う関係者等にとって、目指すべき姿や利用上のルールが

非常にわかりにくい状態だった。本計画では、保全と活用の基本理念や方針を明確にし、そ

の実現に向けた実施計画の方向性を示し、名勝の円滑な保全活用を図っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   各種計画の相関図  

※この計画は文化庁の指針に基づく「保存活用計画」だが、名勝三保松原は人工物ではなく

日々変化が生じる自然物であり、日常的に手を加えながら良好な状態に育成する必要があ

る。そのため、本計画中では「保存」ではなく「保全」の用語を使う。 



 4 

1-3 策定の経過 
 本計画の策定にあたり、関係所管による保全・活用の状況確認のための書面での意見聴取

のほか、地域住民や関係団体、名勝三保松原保全育成連絡協議会から意見聴取を実施し、ワ

ークショップも開催した。また、三保松原の保全活用事業の進捗に対して助言する静岡市三

保松原保全活用計画推進専門委員会において、専門的立場からの助言を求めた。 
 

会議等 開催時期 

令和４年度名勝三保松原保全育成連絡協議会 令和 4 年 10 月 26 日 
（2022年） 

三保松原関係団体意見交換会 令和 5 年 2 月 19 日 
（2023年） 

Voice of しずおか 市民討議会 令和 5 年 9 月 30 日 

計画策定に向けた三保松原関係団体ワークショップ 令和 6 年 1 月 28 日 
（2024年） 

令和５年度名勝三保松原保全育成連絡協議会 令和 6 年 2 月 28 日 

令和 5 年度三保松原保全活用計画推進専門委員会 令和 6 年 3 月 21 日 

令和 6 年度三保松原保全活用計画推進専門委員会（第 1 回） 令和 6 年 7 月 31 日 

令和 6 年度名勝三保松原保全育成連絡協議会（第 1 回） 令和 6 年 9 月 30 日 

令和 6 年度三保松原保全活用計画推進専門委員会（第 2 回） 令和 6 年 12 月 26 日 

市民参画手続き（パブリックコメント） 令和 7 年 1 月 7 日 
     〜2 月 7 日 
（2025年） 

令和 6 年度名勝三保松原保全育成連絡協議会（第 2 回） 令和 7 年 1 月 20 日 
 

 
 Voice of しずおか 市⺠討議会          三保松原関係団体ワークショップ 
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第 2 章 名勝の概要 
2-1 三保松原

み ほ の ま つ ば ら

の沿革 
（1）古代から近代 
 三保半島の砂嘴

さ し

は約 8,000 年前から形成が進み、7〜8 世紀頃には現在の半島の中央部まで

発達したと考えられている。古墳時代には集落が形成されたようだが、松原の植林が始まっ

た時期は定かでない。三保の美しさを詠んだ最古の歌は和銅元年（708 年）のもので、平安

時代にも清見潟越しの三保松原の風景が数多くの歌に詠まれた。また、和同開珎
わ ど う か い ち ん

の出土し

た、中央とのつながりのある宮道遺跡も残る。3 本目の砂嘴が形成されたと考えられる室町

時代には、能「羽衣」にも登場する富士見の名所として知られるようになり、御穂
み ほ

神社の参

拝も兼ねて都の人々も見物に訪れた。江戸時代以降は富士参りの歌や浮世絵により一般庶民

にも広く知られるようになった。半島全体に広がる松原を俯瞰した絵画や絵図が、非常に多

く残っている。明治時代以降徐々に農地が増え、集落が広がり市街地化が進んでいったが、

松原は大切に守られ、大正 6 年（1917 年）には日本新三景（実業之日本社）にも選ばれた。 

（2）名勝指定以降 
 大正 11 年（1922 年）に、外浜（半島東側）の砂丘を中心に国の名勝に指定され、県を代

表する景勝地として、松原と駿河湾の大海原越しに見る富士山や伊豆半島の風景の素晴らし

さが、観光案内等で紹介されてきた。また、三保の羽衣伝説が小学校国語教科書や唱歌の題

材となり、知名度が更に向上した。真崎内浜エリアでは、昭和 5 年（1930 年）に海水プー

ル、昭和 45 年（1970 年）以降に博物館やスポーツ施設が整備され、マリンスポーツや漁業

体験を含む教育旅行の場として発展してきた。 
 近隣住民の生活や製塩の燃料としての松葉利用は昭和 30 年代まで行われていたが、昭和

40 年代以降、生活様式の変化から松葉が使われなくなり、松原の利用が減少し、マツ以外

の植物の自生を制御できなくなった。昭和 46 年（1971 年）頃からマツ材線虫病の被害が始

まり、防除事業を継続している。外浜の砂浜（清水海岸）では、昭和 50 年代後半から海岸

侵食の被害を受けるようになり、平成元年（1989 年）から侵食対策事業を継続している。 

（3）世界遺産登録以降 
 平成 25 年（2013 年）の世界文化遺産登録により、三保松原の古来からの価値に改めて注

目が集まり、美しい砂浜や松原を守る機運が高まった。平成 31 年（2019 年）には静岡市三

保松原文化創造センター「みほしるべ」が開館し、国内外からの来訪者に三保松原の価値や

歴史、保全の大切さを発信している。 
 増減を繰り返していたマツ材線虫病被害は、世界遺産登録後の徹底した防除事業により平

成 29 年（2017 年）度以降、微害状態（1 ha 当たりの年間被害木 1 本未満）を継続してい

る。また、マツ材線虫病等により失われた松原を再生するため、三保由来のマツ苗を育てる

三保松原圃場
ほ じ ょ う

を令和 4 年（2022 年）に整備し、羽衣の松クローン等の母樹
ぼ じ ゅ

からの採種
さ い し ゅ

、採
さ い

穂
ほ

による苗の生産に取り組んでいる。 
 砂浜では、世界遺産登録時に消波堤

し ょ う は て い

が景観上望ましくないとの指摘を受け、消波堤から

突堤
と っ て い

等へ置き換える景観改善事業を開始した。平成 31 年（2019 年）に 1 号新堤が完成し、

1号消波堤の撤去を進めている。 
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静岡市三保松原⽂化創造センター「みほしるべ」  

 
三保松原圃場 苗畑

な え は た

（道路左側）と⺟樹園
ぼ じ ゅ え ん

（道路右側） 
 

 
景観改善のための、消波ブロック（1 号消波堤、⼿前）から突堤（1 号新堤、奥）への置き
換え 
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2-2 名勝指定の内容 
 三保松原は、日本固有の美しい風景として代表的なものであり、保護が必要なものである

として、大正 11 年（1922 年）に日本で初めての名勝に指定された。 
 
種別 名勝 

名称 三保松原 

所在地 静岡県静岡市清水区三保、折戸、三保松原町 

指定年月日 大正 11 年 3 月 8 日 

告示番号 官報第二八七七號 内務省告示第四十九號 

保存要目 名勝の部 九 松林アル砂丘、砂嘴ニシテ著名ナルモノ 

 現行指定基準 
名勝の３（花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所） 
   ８（砂丘、砂嘴、海浜、島嶼） 

説明 駿河湾口ニ在リ外洋ニ面ス

ル砂嘴トシテハ特ニ著名ナ

リ。駒越ヨリ北東ニ突出ス

ルコト延長約一里半。就中

勝景ノ殊ニ賞スベキハ三保

村以北ノ約十四五町北ニ突

出スル地域ニシテ幅南ニ広

ガリ北ニ尖レリ。青松一帯

ニ茂生シ、北ニ富士山ノ天

空ニ聳ユルヲ望ム。 

 

説明解説 駿河湾に面し、外洋性の海

域にある砂嘴として特に著

名である。砂嘴から成る半

島は駒越から北東方向に約

6 km（1.5里）伸びてい

る。三保村北部約 1.5 km
（14～15町）の北方向に先

細ったエリアは、特に景観

が素晴らしい。青々とした

松が一帯に連なり、北の方

向に天空に聳える富士山を

望むことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大正 5 年（1916 年）刊行海図一部加筆 
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2-3 指定地域の変遷 
（1）大正 11 年（1922 年）指定当初 
 駒越西端から三保半島先端まで、字

あ ざ

単位で約 382.1 ha が指定された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

内務省告示第四十九號（官報第 2877 號 大正 11 年 3 月 8 日） 
史蹟名勝天然記念物保存法第一條ニ依リ左ノ通指定ス 
大正十一年三月八日 内務大臣 床次竹二郎 
静岡県安倍郡三保村大字三保 
 字池、出来輪田、廣道、掛脇、榎窪、大山、宮方、羽衣脇、八木ノ全部 
静岡県安倍郡三保村大字折戸 
 字内原上、前内原、東濱砂、濱砂、奥内原、東濱砂上ノ全部 
静岡県安倍郡不二見村大字駒越 
 字東濱砂、中濱砂、西濱砂、新山ノ全部 
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（2）昭和 35 年（1960 年） 
 名勝三保松原保存管理計画書を策定し、「強化地域」「準強化地域」「緩和地域」に保存

管理区分を設定した。 
 
（3）昭和 52 年（1977 年） 
 名勝三保松原管理計画書見直し時（昭和 51 年、1976 年）に、4規制地区について基準を

設定した。松原を形成していないエリア、松原から遠く離れたエリアについて指定解除し、

約 248.1 ha となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（4）平成 2 年（1990 年） 
 名勝三保松原保存管理計画改定時（平成元年、1989 年）に、5規制地区について基準を

設定した。追加指定、一部指定解除し、243.7 ha となった。 

 
 
 
 
 

文部省告示第 44 号（官報第 15066 号 昭和 52 年 4 月 1 日） 
文化財保護法第 71 条第 1 項の規定により、名勝三保松原について、次の表に掲げる 
地域の指定を解除する。 
昭和 52 年 4 月 1 日 文部大臣 海部俊樹 
静岡県清水市折戸字浜砂、内原上、前内原、奥内原の一部 
静岡県清水市三保字八木、大山、榎窪、掛脇、出来輪田、池の一部 
静岡県清水市駒越字東浜砂、西浜砂、新山のすべての地番 
静岡県清水市折戸字浜砂及び駒越字東浜砂、西浜砂、新山の国有無番地のうち 
折戸字浜砂 847番ノ 4 の北東地先から駒越字新山 2822番ノ 1 の南東地先までの地域 
右の地域内に介在する道路敷及び水路敷を含む。 

文部省告示第 31 号（官報第 333 号 平成 2 年 3 月 29 日） 
文化財保護法第 69 条第 1 項及び第 71 条第 1 項の規定により、名勝三保松原につい

て、地域を追加して指定し、及び一部地域の指定を解除して次に掲げるとおりとする。 
平成 2 年 3 月 29 日 文部大臣 保利耕輔 
静岡市清水区三保字広道、宮方、羽衣脇の全部、 
         池、出来輪田、掛脇、榎窪、大山、八木の一部 
静岡市清水区折戸字東浜砂、東浜砂上の全部、 
         内原上、前内原、浜砂、奥内原の一部 
 
説明 
三保松原は、大正十一年に名勝に指定され現在に至っている。今回、海岸に近い地区で

松原の保存及び松原の景観の維持のため必要な地域を追加指定するとともに、海岸から

離れた内陸部で松原としての形態及び景観をとどめていない地域について指定を解除

し、名勝の保存を図ろうとするものである。 
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（5）平成 25 年（2013 年） 
 平成 25 年 6 月 26 日、三保松原を含む「富士山−信仰の対象と芸術の源泉」が世界文化遺

産に登録された。三保松原では、名勝の中核となる松原及び砂浜を構成資産（プロパティエ

リア）、その周囲を緩衝地帯（バッファーゾーン）とした。 

 
 

（6）令和 2 年（2020 年） 
 令和 2 年 5 月 30 日、清水三保羽衣土地区画整理事業により、三保と折戸の一部について

町名を三保松原町
み ほ ま つ ば ら ち ょ う

に変更した。（指定地域の変更は無し） 
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第 3 章 名勝の本質的価値 
3-1 名勝三保松原の本質的価値 
 名勝三保松原に関わる要素は 3 つに分類できる。このうち、守り継承する対象となるもの

は、本質的価値を構成する要素である。 
要素の種類 要素の内容 

本質的価値を構成する要素 ①三保松原の礎
いしずえ

となる砂嘴
さ し

 
②松原 
③砂浜 
④富士山の眺望 
⑤羽衣

は ご ろ も

伝説につながる御穂
み ほ

神社、神の道、羽衣の松 
本質的価値の 
維持・継承に関わる要素 

⑥ガイダンス施設 
⑦松原顕彰に係る石碑 
⑧海岸保全のための突堤 
⑨清水三保海浜公園 
⑩三保松原圃場 

名勝地内の 
本質的価値以外の要素 

⑪清水灯台 
⑫宮道

み や み ち

遺跡他 
⑬掩体壕

え ん た い ご う

 
⑭海水浴場 
⑮飛行場 
⑯観光バス駐車場 

 

3-2 本質的価値を構成する要素 
①三保松原の礎となる砂嘴 
 駿河湾に面し富士山方向に伸びる、半島状の砂嘴である。外浜（半島東側）には海岸砂丘

が形成され、内浜（半島西側）には折戸湾を包み込むように先端が 3 本に分岐する。 
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②松原 
 外浜の砂丘約 5 km を中心に生育する推定 3 万本のクロマツは、砂浜から富士山への眺望

の遠距離景を構成し、松原内から富士山を望む際は前景で額縁効果を生む。松原は、マツが
あるだけでなく、海に近い松原特有の生態系を持つ環境空間として捉える。 
 

 
 
③砂浜 
 半島の周囲に、黒色頁岩

こくしょくけつがん

を主体とする砂礫
さ れ き

の浜が形成され、古来より変わらない人工物の

少ない広い砂浜が続き、富士山や伊豆半島への眺望の遠距離景を構成する。砂浜は、砂礫が
あるだけでなく、海浜特有の生態系を持つ環境空間として捉える。 
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④富士山の眺望 
 緑豊かな松原、砂浜、海、松原の向こうに聳

そ び

える富士山の織りなす景観は、古くから文

学、絵画等に影響を与えてきた。 
 

  
⑤羽衣伝説につながる御穂神社と神の道、羽衣の松（以下、羽衣伝説と略） 
 御穂神社は平安時代以前に創建が遡る式内社

し き な い し ゃ

で、羽衣伝説を伝え、三保松原を社領として

長年守ってきた。神社の御神木である羽衣の松から神社に続く、神の通り道と考えられる

「神の道」（市道）には、樹齢 200 年以上の老齢大木が連なる。 
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3-3 本質的価値の維持・継承に関わる要素 
⑥ガイダンス施設（静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」） 
 三保松原の価値や魅力、松原保全の大切さを発信する施設として、平成 31 年（2019 年）

3 月 30 日に開館した。年中無休で松原の文化的側面と自然科学的側面双方を映像や展示で

解説し、保全ボランティアの受け入れも行う。 
 

 
 
 
⑦松原顕彰に係る石碑 
 羽衣の松周辺には、松原の魅力と人々との関わりの歴史を伝える石碑が複数設置されてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⽻⾐天⼥詩碑 
享和 3 年（1718 年） 

⽇本新三景の碑 
⼤正 5 年（1916 年） 

⽻⾐の碑 
昭和 27 年（1952 年） 

駿府町奉⾏だった牧野成
し げ

傑
た け

が建⽴した、⽻⾐伝説を伝
える詞碑。明治 44 年
（1911 年）に再建された。 

選定された 3 箇所で同時に
設置された碑で、揮毫

き ご う

は東
郷平⼋郎による。 

エレーヌ・ジュグラリスを
顕彰する碑で、構想は朝倉
⽂夫、揮毫は⾼塚⽵

ちく
堂
どう

、レ
リーフは朝倉響⼦による。 
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⑧海岸保全のための新堤 
 海岸侵食から砂浜を守る消波堤

し ょ う は て い

を、景観を阻害しない突堤
と っ て い

や離岸堤
り が ん て い

に置き換えている。清

水海岸最初の L 型突堤が平成 12 年（2000 年）に、1 号新堤が平成 31 年（2019 年）に完成

し、現在 2号新堤の建設を進めている。 

 
⑨清水三保海浜公園 
 吹合岬

ふきあいみさき

付近の土堤の内側はかつて草地になっていたが、富士山眺望点としての公園を平成

29 年（2017 年）に整備した。 

 
⑩三保松原圃場 
 失われた松原を再生するため、補植

ほ し ょ く

用の三保由来のマツを育成する圃場を令和 4 年（2022
年）に整備し、（一財）三保松原保全研究所に運用を委託している。 
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3-4 名勝地内の本質的価値以外の要素 
⑪清水灯台 
 清水港整備の一環で明

治 45 年（1912 年）に設置

された、三保松原の先端

部分を象徴する日本最初

の鉄筋コンクリート造灯

台で 、 令 和 4 年 （ 2022
年）に国の重要文化財に

指定された。戦前より、

写真や絵画の構図の中に

松と白い灯台を入れるこ

とが試みられ、人が集う

場所にもなっている。 
 
⑫宮道遺跡他 
 三保半島での人々の営みは古墳時代に始まるが、細かいことはわかっていない。そうした

中で宮道遺跡は、明確に人々の歴史を示す奈良・平安時代の集落跡である。和同開珎
わ ど う か い ち ん

、

丸鞆
ま る と も

、釣針等が出土しているため、単なる集落ではなく、古くから中央とつながり活動を行

っていたことがわかる。 

 
清⽔三保第⼀⼩学校の発掘現場      和同開珎         釣針 
 
⑬掩体壕 
 第二次世界大戦中の昭和

19 年（1944 年）、三保に

清水海軍航空隊が置かれ

た。本土決戦に備えた小型

特攻ボート「震洋
し ん よ う

」の、基

地、格納庫、待機壕として

作られた掩体壕が、内浜か

ら真崎にかけて複数残って

いる。 
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⑭海水浴場 
 大正時代に開設した三

保海水浴場は、景観に加

え健康増進や娯楽を楽し

む場所 と し て人気を集

め、日本のヴェネチアと

謳われるほどだった。現

在は夏季に内浜海水浴場

を開設しているが、年間

通じてマリンスポーツを

楽しむ人も増えている。 
 
 
⑮飛行場 
 大正 12 年（1923 年）に

三保根岸飛行場として開設

され、飛行機の不時着や海

難救助、地域産業の振興に

役立ってきた。滑走路以外

に設備がなく景観負荷は少

ない。昭和 43 年（1968
年）に三保飛行場となり、

救難及びその訓練活動に使

用されてきたが、砂の堆積

により滑走路の使用が制限

され運営が厳しくなったことで一時休止している。現在、静岡市では飛行場の持つ救難・防

災等の既存機能の回復と消防・産業振興等での新たな公益的機能発揮を見込んで飛行場を取

得し、改修工事と運営方法を検討している。 
 
 
⑯観光バス駐車場 
 世界遺産登録に伴い神の

道の観光バス通行が増加

し、交通渋滞とマツへの影

響の懸念が生じた。より多

くの来訪者に神の道の神聖

な雰囲気を知ってもらうた

めにも、平成 26 年（2014
年）に新たな観光バス駐車

場を設置し、神の道へのバ

ス進入を抑制した。 
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3-5 要素の位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地理院地図⼀部加筆 
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富⼠⼭の眺望（真崎） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
富⼠⼭の眺望（⾶⾏場付近） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富⼠⼭の眺望（鎌ヶ崎） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
富⼠⼭の眺望（折⼾） 
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第 4 章 現状と課題 
4-1 名勝全域の現状と課題 
 名勝三保松原は、南北に約 5 km、総面積約 250 ha に及び、砂浜、松原のほか、住宅地、

農地、文教施設等も分布する。三保松原はエリアによって環境が大きく異なるが、まずは全

域を見渡し保全と活用について現状と課題を整理し、その後、5 つのエリアに分け、それぞ

れの現状と課題を記載する。 
 
（1）全域での現状 
 外浜の砂浜では、昭和 50 年代後半から海岸侵食が進み、侵食対策を継続している。ま

た、世界遺産登録時にイコモスより、従来の消波ブロックを積み上げた消波堤が富士山の眺

望を阻害するとの勧告を受け、消波堤を突堤等に置き換える景観改善事業を進めている。 
 松原では、かつてはマツ材線虫病による松枯れが深刻だったが、徹底した防除事業により

平成 29 年（2017 年）度に微害化を達成し、現在（令和５年（2023 年）度）まで微害状態を

継続している。しかし、それ以外の松枯れや倒木等も発生している。また、健全な松原を維

持するためには、草刈り、松葉かき、つる除去のような日常的管理も不可欠だが、所有者が

国・県・市・民間と複雑に入り込み、一体的に管理が行えない状況である。さらに近年、特

定外来生物を含む外来植物も、松原や海浜植生の中に侵入し急速に増加している。世界遺産

登録以降、管理方法を確立するため名勝地内の土地の所有者調査を実施したが、土地の境界

確定が進んでおらず、所有者を明らかにできないことが多い。 
 富士山への眺望は、マツの成長や海岸の侵食により年々変化している。内陸部では、大規

模建築の計画は無いが、耕作放棄農地の増加により景観が変化している。 
 三保半島への公共交通機関は、三保街道を通る路線バスと三保桟橋

さ ん ば し

への水上バスがある

が、自家用車や貸切バスを利用する来訪者が多い。ガイダンス施設で名勝地内各所の眺望点

を紹介しており、半島内ではシェアサイクルの活用も進んでいる。砂浜対応車椅子の貸し出

し等も行っているが、観賞施設の管理が不十分でアクセスが難しい場所が多い。 
 保全活動の支援を行うガイダンス施設を拠点として、年間通じて松葉かきやゴミ拾いのボ

ランティア活動が盛んに行われ、保全で生じた落ち松葉や海岸漂着物を活用する取り組みも

注目されているが、施設から離れたエリアでは人手が不足している。三保半島の人口減少が

進み人の目が行き届かなくなってきていることによる、不法投棄など治安の悪化も懸念され

ている。三保松原の中心的存在である御穂神社と羽車神社にはそれぞれ氏子組織があり、祭

事等を継続しているが、高齢化も進んでいる。 
 
（2）全域での課題 
・砂浜の侵食防止や景観改善のための、長い時間と莫大な予算の確保。 
・複合的な原因による松原の減少に対する、現状の松原保全事業の継続と、新たな問題への

順応的管理。 
・保全活用に係る役割分担や境界確定についての、関係者の理解促進。 
・名勝に相応しい景観や各種法令についての、関係者の理解促進。 
・近隣地域の高齢化と人口減少の進行に対する、関係人口拡大。 
・近隣住民及び来訪者のための、良好な観賞環境と安全の確保、気軽に保全活動に参加でき

る環境整備。 
・持続可能な保全のための、松原資源の活用。 
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4-2 エリアごとの現状と課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
エリア 松原 砂浜 富士山 

眺望 
利用状況等 

 1. 真崎内浜
ま さ き う ち は ま

 多い 一部 
広い 見える 三保松原としての富士山の眺望の素晴らしさが十分

に周知できていない。 

 2. 吹合岬
ふきあいみさき

 多い とても 
広い 

高所から 
見える 

富士山を望む海に開けた公園等があるが、十分に活
用できていない。 

 3. 大山
お お や ま

 
やや 
少ない 狭い 見える 工事のため砂浜へ立ち入りができないこともあり、十

分に回遊促進できていない。 

 4. 羽衣
は ご ろ も

 
とても 
多い 

一部 
広い 見える ここでの保全管理や来訪者対策を三保松原全域に

広げていく必要がある。 

 5. 折戸
お り ど

 少ない 狭い 少し 
見える 

砂浜沿いにマツが少なく、松原への意識を育みにく
い。 
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1. 真崎内浜エリア 
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1. 真崎内浜エリア 

現況 
半島の先端で雄大な富士山を望める、海岸でのレクリエーションが盛んなエリ

ア 

理想の姿 
三保松原で最も間近に富士山を望めることを強みとした新たな活用が展開し、

多くの人が訪れることでさらに保全が進む、海路の玄関口 
 現状 課題 

松原 

 砂浜沿い及び三保灯台通り（外浜側市道）沿

いに樹高の高いマツが連なり、海上から連続し
た松原を望むことができる。 
 国有浜地、堤、民有地の松原は下層植生が多

く立ち入ることが難しい状態で、被圧による枯
れが生じている。台風等の接近時に大径のマツ

が倒伏することもあり、過去に複数の財産や電

線通信線の被害が生じている。 
 内浜ではマツ材線虫病予防薬剤散布が実施で

きていない。 

・所有者が多岐に渡る松原

での、地域と連携した日常
的管理の実現 

・老齢木の一体的な倒伏対

策 
・マツ材線虫病予防薬剤散

布の拡充に向けての理解促

進 

砂浜 

 3 本の砂嘴の中で最も新しい嘴。外浜は約 5 
m、内浜は約 2.5 m の防潮堤を設置しており、

その外側の砂浜幅は場所によって異なる。 
 浜幅が狭いところでは、高潮や高波での越波

え っ ぱ

や防潮堤の破損被害を受けやすい。 
 外来植物の群落が急速に拡大している。 
 ボートの放置や漂着ゴミ、釣りゴミが多い。

砂浜近くまで車両で進入でき、人目が少ないこ
とから、不法投棄や野良猫に関するトラブルも

比較的多い。ボランティアが砂浜と海中の清掃

活動を定期的に行っている。 

・景観を阻害しない越波対
策 

・防潮堤内側の海岸保全区

域や堤など、管理者による
管理が困難な砂浜での、地

域と連携した日常的管理の

実現 
・海岸保全のための啓発 

眺望 

 外浜では、間近に海越しの富士山を望め、大
型船入港時等には多くの人が訪れる。しかし、

過去に整備された遊歩道や植栽などの観賞施設

は管理が不十分な状態にある。 
 内浜では海上から松原越しの富士山を望め

る。 

・観賞施設の維持管理 

利用状況 

 文教施設、宿泊施設が多い。三保桟橋周辺で
は年間通じてマリンスポーツが盛んで臨海学習

の場になっており、夏季の海水浴場やマルシェ

等のイベントも開催している。砂嘴先端のグラ
ウンドゴルフ場については、富士山眺望を活か

した新たな利用方法への転換を計画している。 
バスや水上バスによる清水区中心市街地からの
アクセスがある。 
 外浜松原内に稲荷神社がある。掩体壕がエリ

ア近隣含め 7箇所 8基ある。 

・三保桟橋から名勝全域へ
のアクセス支援 

・名勝全域への回遊促進 
・名勝の価値や地域の歴史

についての理解促進と新

たな活用の両立 
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2. 吹合岬エリア 
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2. 吹合岬エリア 

現況 
半島の中で最も浜幅が広く、灯台、飛行場、公園など海に開けた施設がある

エリア 

理想の姿 
幅の広い砂浜を活かした新しい視点での富士山の眺望を提供することで、集

う人々の保全意識を高めることのできるエリア 
 現状 課題 

松原 

 砂浜や三保灯台通り沿いに樹高の高いマツが
連なり、灯台部分以外は海上から連続した松原

を望める。農地内にも老齢大木が点在する。 
 国有地や堤の松原は下層植生が多く立ち入る
ことが難しい状態で、被圧による枯れが生じて

いる。台風等の接近時に大径のマツが倒伏する

こともあり、過去に複数の財産や電線通信線の
被害が生じている。 
 民有地等で、マツ材線虫病予防薬剤散布が実

施できておらず、マツ枯れ被害がある。 

・所有者が多岐に渡る松原
での、地域と連携した日常

的管理の実現 
・老齢木の一体的な倒伏対

策 
・マツ材線虫病予防薬剤散

布の拡充に向けての理解促
進 

砂浜 

 安倍川からの漂砂の終着点で、海抜約 6 m の
土堤の外側に広がる砂浜は、サンドリサイクル

養浜の砂採取地になっている。4 号消波堤の北

は浸食傾向で高潮や高波での越波被害を受けや
すい。灯台以南は海抜約 10m の強固な防潮堤が

ある。 
 広い砂浜には希少種のハマボウを含む海浜植
物が群生するが、外来植物も増加している。 
 漂着ゴミや釣りゴミが多く、ボランティアが

砂浜と海中の清掃活動を定期的に行っている。 

・サンドリサイクルの継続 
・広い砂浜の活用 
・防潮堤内側の海岸保全区

域や堤など、管理者による
管理が困難な砂浜での、地

域と連携した日常的管理の

実現 
・海岸保全のための啓発 
・松原保全のための外来植

物駆除 

眺望 

 灯台とともに松と富士山を望める。富士山眺

望の前景に、丈の高い草、堤、防潮堤がある。 
 広い砂浜には駐車場付きの公園がありアクセ
スしやすい。 

・富士山眺望の認知度向上 
・富士山眺望の確保のため

の、海岸保全区域の草刈 

利用状況 

 名勝指定以前から、地形を活かした飛行場や
清水灯台がある。清水三保海浜公園でのイベン

トや清水灯台の一般公開など、人が集まりつつ

あるが、宿泊施設の休業により、来訪者が休
憩、飲食、宿泊できる場所が不足している。 
 飛行場については、三保松原の保全や地域づ

くりの一助となる機能の追加を計画している。 
 促成栽培発祥の地として、温暖な気候と水捌

けの良い土地を活かした農産物が生産されてい

るが、特産品としての認知度が低い。 
 堤に不法占拠の建築物がある。内陸部では不

法投棄や物品不適正保管が比較的多い。 

・名勝保全のための飛行場
活用 

・航路標識協力団体制度を

活かした清水灯台の活用 
・飲食、休憩、宿泊等、観

賞に係る施設の整備 
・農産物の魅力発信 
・不法占拠対策 
・不法投棄対策 
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3. 大山エリア（清水第五中学校裏） 
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3. 大山エリア（清水第五中学校裏） 
現況 旧来の富士山眺望地「鎌ヶ崎」からの景観を構成する重要なエリア 

理想の姿 
多くの近隣住民が訪れ、三保松原の魅力や価値を認識するエリア。 
羽衣エリアや吹合岬エリアから多くの来訪者が回遊するエリア。 

 現状 課題 

松原 

 林帯幅が狭いながらも砂浜沿いに松原が続

き、海上や砂浜の眺望点から連続した松原を望

むことができる。 
 県有地では、計画的な防災林育成を行ってい

る。国有農地では、管理者と地域住民が草刈

り、松葉かきを行っている。 
 外来植物が急速に増加している。 

・外来植物から松原を守る

ための対策検討 

砂浜 

 全域に海抜約 10m の強固な防潮堤があり、そ

の外側の浜幅は狭い。突堤及び 1〜3号消波堤部

分では砂が保持されているが、それ以外は侵食
傾向で、高潮による越波被害を受けることがあ

る。毎年の養浜工事により浜崖になっていて海

浜植物は少ない。 
 特定外来生物を含む外来植物の群落が急速に

拡大している。 

・侵食対策事業と景観改善

事業の継続 
・松原保全のための外来植
物駆除 

眺望 

 羽衣の松周辺からの富士山眺望の景観改善の
ため、1 号新堤を平成 31 年（2019 年）に設置

し、1号消波堤の撤去を進めている。2, 3号消波

堤は、景観改善の途上にあり、消波ブロックが
富士山眺望を阻害している。 
 自転車道及び砂浜から富士山と松原と海を望

めるが、認知度が低い。養浜工事や景観改善工
事により、砂浜の大部分には立ち入りできな

い。 

・景観改善事業の継続 
・景観改善事業の認知度向

上 
・富士山眺望の認知度向上 
・近隣からの徒歩、自転車

での回遊促進 

利用状況 

 旧三保村の中心部に近く、松原に隣接して住
宅、農地、工場や文教施設が混在しており、接

道が少なく来訪者向けの駐車場が無い。 
 太平洋岸自転車道や林内の通路は、地域住民
や観光客が散策、ジョギング、サイクリングで

訪れている。 
 市の依頼を受けて自治会組織が自転車道の清
掃を定期的に行っているが、高齢化により担い

手が減少している。 
 地域の小中学校では、松原や羽衣伝説を総合
学習の題材として扱っている。 

・近隣からの徒歩、自転車
での回遊促進 

・学区外の児童生徒も巻き

込んだ教育活動の展開 
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4. 羽衣エリア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【神の道】 
底地管理：清⽔道路整備課 
道路管理：清⽔道路整備課 
線⾍病防除：⽂化財課 
危険⽊対策：⽂化財課 
⽊道管理：観光政策課 
【⽻⾐公園】 
底地管理：森林政策課 
公園管理：都市計画事務所 
線⾍病防除：⽂化財課 
危険⽊対策：⽂化財課 
観賞施設管理：観光政策課 
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4. 羽衣エリア 
現況 多くの来訪者がある、三保松原の中枢と言えるエリア 

理想の姿 
松原、砂浜、海、富士山の眺望や羽衣伝説に関する社寺が、三保松原の価値を

最もよく表すエリア。ここでのガイダンス施設見学、保全体験を通して、三保

半島全域への価値理解を広げることができる。 
 現状 課題 

松原 

 名勝内で最も林帯幅が広く、砂浜から豊かな松原
を望むことができる。 
 羽衣の松周辺及び神の道では、倒伏対策、危険枝

除去、遊歩道整備、踏圧対策等を実施している。一
部の過密な部分で間伐を進めており、圃場で後継マ

ツの苗生産に取り組んでいる。 
 松原の海・陸両側ともに防潮堤や堤が無く、砂浜
や住宅街への土砂の流出が進んでいる。 
 ボランティアによる松葉かき、草取りが最も盛ん

なエリアである。 

・老齢大木の長期継続的維
持管理 

・羽衣の松周辺の土壌環境

改善と表砂流出防止 
・遊歩道維持管理 
・松原に隣接する住宅地へ

の越境枝、枯れ枝や松葉
の落下、土砂流出対策 

砂浜 

 平成 12 年（2000 年）の L型突堤設置以降安定し

て保たれている羽衣の松前面の砂浜が、令和 6 年

（2024 年）に海岸保全施設に指定された。八木地
先は侵食傾向にあり、高潮被害が生じている。 
 希少種ハマネナシカズラを含む海浜植物が群生す

るが、外来植物も増加しつつある。 

・海岸保全施設指定の認知

度向上 
・侵食対策事業の継続 
・松原保全のための外来植

物駆除 

眺望 

 1990 年代以降侵食の進んだ八木地先からの海越

しの富士が、現在の三保松原を代表する眺望となっ

ている。 
 眺望点までは、起伏のある砂地を 200 m 以上歩く

必要があり、浜崖もある。 

・景観改善事業の認知度向

上 
・浜崖の解消 
・眺望点へのアクセス支援 

利用状況 

 旧来の観光の中心地で、神社、ガイダンス施設、

駐車場、商店、宿泊施設や生涯学習施設もあるが、

第１種低層住居専用区域であり、周辺には住宅が密
集している。 
 ガイダンス施設に隣接した普通車駐車場のほか、

離れた位置にバス駐車場と臨時駐車場がある。 
 羽衣の松周辺の市有地及び御穂神社、羽車神社の

境内地に多くの碑が、羽衣公園西エリアには複数の

地蔵、墓、祠が、鎌ヶ崎の市有地には碑の他に恵比
寿神社がある。 
 御穂神社、羽車神社それぞれに氏子組織があり、

祭事や芸能を継承している。羽衣の舞、忌火起こし
は、祭事以外の地域行事にも発表の場を持つ。羽衣

公園みほしるべ前広場では、薪能やマルシェ等のイ

ベントを行っている。 

・バス駐車場及び臨時駐車

場（バス乗降場、世界遺

産三保松原バス停）から
ガイダンス施設等へのア

クセス支援 
・ガイダンス施設から眺望
点へのアクセス支援 

・ガイダンス施設から他エ

リアへの回遊促進 
・碑などの古い工作物の安

全対策 
・イベント時の駐車場不足

対策 
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5. 折戸エリア 
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5. 折戸エリア 

現況 半島の付け根に近い三保松原の陸路の玄関口で、文教施設が連なるエリア 

理想の姿 
地域住民や文教施設に親しまれる松並木と砂浜が、多くの来訪者を迎える、

陸路の玄関口 
 現状 課題 

松原 

 名勝指定当時は砂浜沿いにマツが無かった

が、1970 年代以降植栽を始め、砂浜沿いに断

続的に松並木が連なる。 
 マツの無い部分では、地域の関係者が連携

して幼マツの育成を進めている。 
 近隣の名勝地外の文教施設等にも多くのマ

ツがあり、そのうちの一部についてマツ材線

虫病予防薬剤散布を実施している。半島南西

部の沿岸からのマツ材線虫病拡大を阻止する

ために重要なエリアである。 

・市道羽衣海岸線緑地帯マ

ツ育成体制の整備 
・マツ材線虫病予防薬剤散

布の拡充に向けての理解促

進 

砂浜 

 全域に海抜約 8 m の防潮堤があり、その外

側の浜幅は全体的に狭い。4, 5号ヘッドランド

上手では砂が保持され海浜植物が群生し、近

隣の文教施設の調査研究フィールドになって

いる。それ以外は侵食傾向で、養浜工事によ

り浜崖になっており、海浜植物は少ない。 
 砂嘴の付け根部分である駒越と折戸のあい

だは、かつて海で隔てられていたという記録

も残るが、詳細不明である。 

・侵食対策事業の継続 
・地域や近隣の文教施設と

連携した日常的管理の実現 
・松原保全のための外来植

物駆除 

眺望 
 砂浜から内陸方面に、松原越しの富士山を

望める。 
・富士山眺望の認知度向上 
・浜崖の解消 

利用状況 

 名勝指定時に農地だった土地が開発され、

幼稚園から大学まで複数の文教施設が連な

る。 
 市道羽衣海岸線の築造を進めており、開通

すると三保松原の玄関口となる。この道路と

太平洋岸自転車道が並行して走り、あいだの

緑地帯にマツと海浜性の低木が生育する。緑

地帯にはベンチや四阿等の観賞施設のほか、

複数の祠もある。 
 名勝地区外であるが、折戸地区の中心的な

存在として瀬織戸神社があり、境内の松は樹

齢 400 年と伝えられている。 
 土地の名を冠する特産品として、折戸なす

が広く知られている。 

・教員の異動や学生の世代

交代に影響されない松原教

育の体制整備 
・保全活用への教育機関ど

うしの連携 



第 5 章 保全と活用の目指すべき姿 
5-1 保全と活用の基本理念 
 

〜羽衣の松だけが三保松原じゃない！〜 

名勝全体で魅力を磨く  
 
三保松原では、平成 25年（2013年）の世界遺産登録後の 10年間、以前から多くの観光客
が訪れていた羽衣の松周辺に重きを置いて、老齢大木の樹勢回復、危険木対策、景観改善、

施設整備、保全活動等を行ってきた。その結果、保全においても来訪者戦略においても、大

きな成功をおさめることができた。しかし、他のエリアにおいては保全が十分できておら

ず、来訪の偏りも見られる。このため、令和 6年（2024年）からの 10年間は上記の基本理
念のもと、羽衣の松周辺だけでなく名勝三保松原全域で、様々な関係者が連携し、新たな価

値を見つけ、多くの人々が集い、美しく機能的な三保松原の、持続可能な保全のための適切

な活用を展開していくことを、目標とする。 
 
5-2 保全と活用の基本方針 
基本理念を実現するため、次のように基本方針を定める。 
 
① 松原は 人がいないと 生きられない 
マツは日常的な管理や感染症対策無しには存続できないため、これまでの松原保全事業を

継続し保全への理解を促進しながら、所有者が多岐に渡る松原の一体的な管理を目指す。 
 
② 砂浜は  工事中でも  自分事 
行政による養浜や突堤の工事と、地域による保全・美化を、連携して進める。 

 
③ 名勝は  観賞できぬと  意味がない 
多くの人が景観を楽しめる環境づくりを、行政と地域が連携して進める。 

 
④ 名勝を  守って活かして  ハッピーに 
来訪者の満足度向上、地域住民の郷土愛醸成、地域の産業振興、人材育成など、関係者の

幸福につながるよう、保全と活用の両立を推進する。 
 
⑤ 柔軟に 多様な主体を  迎え入れ  変わらぬ価値を しっかり守る 
名勝の保全のために今日的な活用を適切に展開できるよう、情報発信を強化しより多様な

主体を迎え入れ、名勝の価値をよく理解した上で保全や活用に参画できる体制を作る。 
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第 6 章 保全 
6-1 保全の方向性 
保全とは、名勝の持つ本質的価値を守っていくことであり、そのためには利用制限を課す

必要がある。名勝三保松原を良好に将来に遺し伝えていくための保全の方向性として、第 3
章で示した 5つの本質的価値を構成する要素ごとの方向性、及び、第 4 章で示した 5つのエ
リアでの重点方針を、次に示す。 

 

要素 
ごとの 
方向性 

松原 美しく機能的な松原の保全育成 
砂嘴、砂浜 砂浜の保全と美化 
富士山の眺望 富士山眺望点の拡充と整備 
羽衣伝説に～ 価値を構成する要素周辺の景観保全 

エリア 
ごとの 
重点方針 

真崎内浜 富士山眺望景観の向上 
吹合岬 所有者が多岐にわたる松原の一体的な老齢木管理 
大山 養浜と景観改善の両立 
羽衣 老齢大木管理の継続 
折戸 松原の拡大 

 
6-2 保全の方法 
 三保松原を法令に基づき保全していくため、特性に応じた地区の分類を次のとおり行い、

地区ごとの現状変更の取扱基準を設ける。また、本質的価値を構成する要素ごとの重点を置

く取り組みを次に示す。 
（1）地区の分類 
 名勝の本質的価値を構成する松原と砂浜、御穂神社及び神の道を特別保護地区、内浜及び

松原に隣接する地区を保全地区と設定する。保存管理計画の地区区分は 5 区分だったが、実

際の保全の取り組みにもとづき 2 区分に再編し、世界文化遺産富士山の区域分けと合わせる

ことで、より確実な名勝の保全を進める。 
 

本計画 
旧計画 

（保存管理計画） 
所有者 
（管理者） 

地区区分の定義 

特別保護地区 
特別規制 A地区 国 

静岡県 
静岡市 
東海大学 

三保松原の本質的価値を構成する、

松原、砂浜、富士山への眺望、御穂

神社と神の道からなる地区。 特別規制 B地区 

保全地区 

第 1 種規制地区 国 
静岡県 
静岡市 
法人 
個人 

特別保護地区に隣接し、名勝に相応

しい風致景観を維持すべき地区。 
第 2 種規制地区 

第 3 種規制地区 
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（2）地区ごとの取扱基準 
（i）特別保護地区 
 この地区は、名勝の指定基準 3（クロマツ林）及び 8（砂嘴についた砂浜）そのものであ

る。砂浜に白波が打ち寄せ、その先にある砂丘の上にクロマツ純林が連なり、そこからの富

士山の眺望も本質的価値となる。この優れた眺望を将来にわたって維持するため、現状変更

は原則として認めない。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。 
・人命の安全を確保するためのもの。 
・砂浜と松原の保全上必要なもので、風致景観等に十分配慮したもの。 
・名勝及び地域づくりにとって公益的なもので、風致景観等に著しい影響を与えないもの。 
・眺望を楽しむための必要最低限の公共施設（トイレ、水飲み場、ベンチ、遊歩道等）。 
・既存の構築物の改築で、原則、建築面積及び高さを上回らず、景観に配慮したもの。 
・災害復旧等の公共事業。 
（ii）保全地区 
 松原と富士山が織りなす風景を楽しめる地区である。地域経済社会の振興と発展に配慮す

る必要があるが、風致景観の維持に努めるため、次のような行為は認めない。 
・松原や富士山の眺望を阻害する建築物や工作物の設置。 
  参考：都市計画法及び風致地区条例に基づく建築物の高さ上限は以下のとおり。 

 第 1 種風致地区：8 m 
 第 1 種低層住居専用地域：10  m 
 第 1 種中高層住居専用地域及び第 2 種中高層住居専用地域：16  m 
 第 2 種住居地域及び工業地域：19  m 

・景観を損なう恐れがあると認められる形状及び色彩の建築物や工作物の設置。 
  色彩等については下記の通り市景観計画を準用する。 
   調整区域：田園・緑地景観ゾーンの景観形成方針 
   市街化区域：住居系市街地ゾーンの景観形成方針 
   景観計画重点地区（塚間羽衣線沿線、羽衣海岸線沿線）：区域ごとの景観形成基準 
・環境を損なう恐れがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物等の投棄又は埋め立て。 
・砂浜及び松原の景観や生態系を損なう恐れがある外来種等の拡散。 
・常時管理されているマツ以外のマツ生立木の枝打ち及び伐採。 
 やむを得ない場合については市文化財課と相談し、代替措置を協議する。 
 
（3）重点を置く取組 

松原 
・行政によるマツ材線虫病対策の継続と次世代マツの育成 
・地域と連携した老齢大木の管理と日常的管理 

砂浜と砂嘴 ・行政による侵食対策事業 

富士山の眺望 
・行政による景観改善（消波堤から突堤への置き換え、電線の地中化等） 
・景観を阻害する建築の抑制 
・地域と連携した砂浜の美化（廃棄物の除去、雑草雑木の除去） 

羽衣伝説に～ 
・地域と連携した老齢大木の管理と日常的管理 
・神事等の継承 
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 保全のための地区区分図 
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第 7 章 活用 

7-1 活用の方向性 
 活用とは、名勝の本質的価値を利用して、その価値への理解が進むようにすることであ

る。価値の利用により価値が減ずることがあってはならず、活用は持続可能な開発とも言え

る。基本的な名勝の活用方法としては「観賞」があるが、現代においては、教育や地域づく

りとも複合的に関係する様々な方法が生み出されており、柔軟に対応しつつ、保全に悪影響

を及ぼさないように制御していく必要がある。本質的価値の理解と適切な活用を促すための

名勝全域での活用の方向性と、第４章で示した 5つのエリアごとの重点方針を次に示す。 
 

全域での 
方向性 

三保松原の価値の周知と啓発 
三保松原への誘客 
三保松原での体験・利用 

エリア 
ごとの 
重点方針 

①真崎内浜 三保桟橋から名勝全域へのアクセス支援と回遊促進 
②吹合岬 飛行場を新たな拠点とする人々の交流と保全の展開 
③大山 吹合岬、羽衣エリアからの回遊促進 
④羽衣 ガイダンス施設や神社の見学を通した名勝への理解充実 
⑤折戸 玄関口を担う松並木を通しての三保松原への愛着醸成 

 

7-2 活用の方法 
 活用で重点を置く取組について、次に示す。 
（1）情報発信－三保松原の価値の周知と啓発につながる－ 
・わかりやすい言葉とインパクトのある写真や動画を用いた、認知拡大と来訪促進。 
・企画展や講座等による、名勝の価値への理解充実。 
・多様な分野、他の文化財や施設との連携による、価値への共感の拡大。 
（2）誘客 
・タビマエでの認知獲得、ニーズの情報収集。 
・タビナカでスムーズに移動・滞在していただくための環境整備。 
・タビアトの高評価とリピート促進のための、体験や地域との交流等、思い出に残るプログ

ラム提供。 
（3）地域の文化継承－体験を通して三保松原の価値の周知と啓発につながる－ 
・地域の祭事や芸能への参加を通じた、名勝の価値や郷土史の学びと地域との繋がり作りに

よる郷土愛の醸成。 
・コミュニティスクールの理念に基づく、地域全体から子どもたちへの名勝の価値の伝承。 
・来訪者へのガイドや活動サポートでの交流を通じた、名勝の価値の理解拡大。 
（4）名勝地内の資源利用－利用を通して三保松原の価値の周知と啓発につながる－ 
・認知度の低い富士山眺望点への集客促進や新たな観光コンテンツの発掘。 
・保全で生じた落ち松葉、間伐材、海岸漂着物等の創造的再利用。 
・名勝の文化的背景や自然環境を活用した研究・教育プラットフォームとしての利用。 
・持続可能な社会を目標とする企業の地域貢献への取り組みの場としての利用。 
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第 8 章 整備 
8-1 整備の方向性 
 三保松原の整備とは、三保松原の本質的価値を守ること（保全）と、その価値を理解して

もらうこと（活用）を、実現にするための事業のことである。その事業を実施する（支え

る）ためには、運営体制が必要であるが、それについては次章に記載する。整備の方向性

は、保全のための整備と活用のための整備の 2つに分けられる。 
 
8-2 整備の方法 
（1）保全のための整備 
 整備の方法（具体例） 

松原 

・マツ材線虫病対策（伐倒駆除、薬剤散布、樹幹注入） 
・危険木対策（倒伏対策、危険枝除去、支柱・ワイヤー設置） 
・老齢大木長寿命化対策（踏圧対策、腐朽対策、病害虫対策） 
・環境整備（下刈、草取り、松葉かき、つる除去、土砂流出対策） 
・密度管理（除伐、間伐、補植） 
・次世代マツ育成（圃場運営、マツ苗生産） 
・モニタリング（樹木診断、定点観測、上空撮影） 
・保全活動の支援（ガイダンス施設、他エリアの拠点整備） 

砂浜 
・侵食対策（防潮堤、消波堤、新堤等の維持管理、養浜） 
・モニタリング（定点観測、上空撮影） 

富士山の眺望 
・景観改善（消波堤から新堤への置き換え） 
・眺望確保（草刈り、ゴミの撤去） 
・モニタリング（定点観測、上空撮影） 

羽衣伝説に〜 
・案内板等のデザインの統一、簡素化、デジタル化 
・風致景観に配慮したまちづくり 
・保全情報の共有（連絡会、回覧板） 

 
（2）活用のための整備 
 整備の方法（具体例） 

情報発信 

・行政や関係団体からの名勝の価値を周知啓発する発信（公式 HP・
SNS、講演会、教材配布、出前講座、イベント出展、ガイダンス施設で

の展示・パンフレット等の配布、名勝地内の公園等でのイベント、歴史

文化や自然環境を伝える音声ガイド、マナー向上を啓発する掲示） 
・行政や関係団体からの来訪を促す観光情報の発信（観光情報サイト、イ

ンフルエンサー、広告掲載） 
・他の文化財や施設等と連携した周知啓発や誘客の発信（市内文化財、市

内観光施設、名勝指定松原、富士山世界文化遺産協議会、県富士山世界

遺産センター、世界文化遺産地域連携会議、日本遺産、しずおか遺産） 

誘客 
・上記情報発信等での認知獲得（広報、イベント、他エリアと連携したプ

ロモーション、視察ツアー） 
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・アクセスの整備（道路、港湾、公共交通機関） 
・近隣住民及び来訪者の安全確保（危険木対策等） 
・観賞や滞在のための環境整備（ガイダンス施設、遊歩道、トイレ、案内

表示・ガイドの多言語化とデザイン統一、景観を阻害しない案内方法の

検討、公園、飲食施設、宿泊施設） 
・名勝地内での回遊促進（シェアサイクル、案内表示、ガイドツアー） 
・体験プログラムの提供（講座、保全活動、ワークショップ、地域住民と

の交流） 
・魅力的な土産物の提供（特産品、名勝の価値を活かした製品） 

地域文化の 
継承 

・地域での祭事、芸能の伝承（筒粥神事、羽衣の舞、羽衣まつり） 
・来訪者と交流する機会、教育に参加する機会づくり（ボランティアガイ

ド、保全ボランティア） 
・文教施設との連携 

名勝地内の 
資源活用 

・新たな観光コンテンツの醸成（富士山眺望点、歴史、自然、未利用地） 
・歴史を伝える施設の教育活用（社寺、碑、清水灯台、掩体壕） 
・保全で生じた落ち松葉、間伐材、海岸漂着物のアップサイクル 
・魅力的な特産品のアピール 
・体験学習、教育旅行、地域貢献活動の受け入れ 
・保全・活用に関わる取り組みや研究の奨励 

 
（3）新たに進める整備事業 
 今後、三保松原の保全と活用の両立を図っていくためには、三保松原の価値を理解した上

で、その価値を増していくための活用（みがきあげ）が必要である。その経費や人材の確保

には、価値を減少させない上で集客を図る整備事業の実施が求められ、いくつかの検討が行

われている。現時点での具体的なものとして次がある。 
飛行場周辺の利活用 
 これまでの飛行場の役割（救難及び緊急時対応、訓練）を回復すると共に、新たな役割

（松原保全、海岸保全、消防警備、産業振興、観光）を追加する計画を、市が進めている。

現在の吹合岬エリアから真崎内浜エリアの外浜側にかけては、ガイダンス施設のある羽衣エ

リアから離れており人の目が少ないが、飛行場の再整備により、松原保全や砂浜美化の活動

の拠点、富士山の眺望を楽しむ拠点とすることで、集客を増やし保全と活用の意識の醸成を

図る。 
 
（4）防災・防犯 
 名勝地内において想定される自然災害としては、台風接近時の高潮や強風、大地震に伴う

津波等による、越波
え っ ぱ

、浸水、倒木、塩害等がある。地形等の特性を理解し、被害を最小限に

抑えるために、関係者で情報共有しながら整備を進める必要がある。 
 名勝地内の防犯対策においては、砂浜、松原での人目の少なさがネックになっており、名

勝の保全活用のための整備が治安改善に寄与することが期待される。 
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第 9 章 運営・体制の整備 
9-1 運営・体制の整備の方向性 
 多様な所有者がいる名勝三保松原において、その価値を理解し、保全・活用につながる整

備を円滑に実施していくためには、行政と土地所有者、土地利用者及び地域住民が協働する

体制を確立することが必要である。また、文化財保護法以外にも関連する制約や規制があ

り、整備にあたってはそれらとの調整も必要である。これらを踏まえて、保全・活用・整備

を実際に行っていくため、以下の 2 点を方針とする。 
①持続可能な運営 
②関係者が協働する体制 

 
9-2運営の方法と体制 
（1）個票に基づく全体調整 
 名勝三保松原では、多様な主体による保全・活用の取り組みが行われている。それらを関

係者間で共有するため、日常的維持管理も含めて個別事業管理票（個票）を作成し、市文化

財課が全体調整を行う。個票は、必要に応じて追加、削除を行う。 
（2）情報の共有 
 年 1回程度開催する連絡会で地域住民や保全活用団体の代表と関係者が集まり、個票に基

づき取り組み状況を共有し、三保松原の課題解決に努める。 
（3）静岡市三保松原保全活用計画推進専門委員会による進捗管理と助言 
 年 1回程度開催する専門委員会から、保存活用計画の進捗管理や事業の方向性の決定につ

いて、指導助言を受ける。 

 
 
 
 

三保松原保全活用計画推進専門委員会委員名簿 
分野 氏名 所属 

都市計画 川口 宗敏 静岡文化芸術大学名誉教授 
景観・名勝 天野 光一 日本大学特任教授 
文化・芸術 石上 充代 静岡県立美術館学芸課長 

林政学 太田 猛彦 東京大学名誉教授 
海岸工学 田中 博通 東海大学名誉教授 
歴史 中村 羊一郎      静岡産業大学総合研究所客員研究員 

観光戦略 山本 早苗 常葉大学教授 
自然・植物 湯浅 保雄 静岡植物研究会 
オブザーバー 文化庁文化財第二課 

静岡県 富士山世界遺産課、文化財課、森林整備課、河川企画課 
（一財）三保松原保全研究所 

事務局 静岡市文化財課（三保松原文化創造センター） 
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（4）運営の体制図 
 
 



43 
 

  


